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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 
モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％)  

     （2020年 1月下旬） 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

1/28 スペイン産うるち米 
デルタメトリン及び

トラロメトリン 
強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000589688.pdf  

(基準値 0.01 mg/kg - ppm) 

 

★ 日本厚生労働省 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 

Newsletter No. 487 にてご案内している通り、2020年 6月より食品用器具・容器包装のポジティブリ

スト制度適用が開始されます。2020年 1月 28日に開催された厚生労働省主催「輸入食品の安全性確保

に関する意見交換会」にて、具体的な追加情報の提供がありました。その内容は下記の通りです。 

 施行時に既に流通している製品と同じものであれば、規格が未整備の物質も使用可能とする一定

の経過措置期間を設ける予定。（口頭説明：5 年程度を想定しているとのコメントあり） 

 情報伝達の書類として求められるのは、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であ

って、必ずしも個別物質の開示等が必要でない。（事業者間での契約締結時における仕様書等、

入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書等の活用も可能） 

 検疫所による検査・分析による改正規格への適合・不適合の判断は実質不可能である。（口頭説

明） 

 今後は必要な情報を事業者間でしっかり伝達してほしい。輸入食品等についても、適合を確認で

きる書類があれば、輸入検疫時に分析等の追加要求を行うことは基本的にない。（口頭説明） 

＜厚生労働省 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html 

 

★ 米国 FDA はグルコマンナンを食物繊維として加える市民請願を承諾 
米国食品医薬品局（FDA）は市民請願への対応として、「グルコマンナン」を食物繊維の定義に追加す

ることを提案する意向を 2020 年 1月 10 日に発表しました。FDA は 2016 年の栄養成分表示最終規則の

中で 7種類の難消化性炭水化物を「食物繊維」として定義していました。食物繊維の定義の一つのポイ

ントとして「ヒトにとって有益な生理学的影響があること」を挙げており、今回の発表ではグルコマン

ナンを含む 10種の難消化性炭水化物の追加が提案されています（例えば FDAはグルコマンナンについ

ては血中コレステロールの低下に役立つ可能性があることを示唆しています） 

 

食物繊維の定義に合致すると

判断されている 7種 

ベータグルカン可溶性繊維、サイリウムハスク(Psyllium husk)、 

セルロース、グアガム、ペクチン、ローカストビーンガム、 

ヒドロキシプロピルメチルセルロース 

食物繊維の定義に新たに追加

される難消化性炭水化物とし

て提案される 10種 

混合植物細胞壁繊維（サトウキビ繊維やリンゴ繊維のようなその他

多くの繊維を含む広いカテゴリー）、アラビノキシラン、アルギン

酸、イヌリン及びイヌリン型フルクタン、高アミロースデンプン、

ガラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、難消化性デキストリン、

リン酸架橋 RS4、グルコマンナン 

＜FDA Grants Citizen Petition on Glucomannan as a Dietary Fiber＞ 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-grants-citizen-petition-glucomannan-

dietary-fiber 

 

※次号の OMIC Food Safety Newsletter No.499の発行は、2020年 2月 28 日とさせて頂きます。 
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